
　不安なときは気軽に相談窓口に電話してみ
ましょう。消費生活ホットラインに電話する
と近くの消費生活相談窓口につながります。
　消費者トラブルについて、消費生活相談員
が助言による解決・支援します。
　勧誘の仕方や契約内容など事業者側に落ち
度があれば解決に向かうことがあるので、あ
やしいと感じたら、すぐに相談しましょう。

　成人式の対象年齢や時期は、法律

による決まりがなく、各自治体の判

断で開催します。

　町では成年年齢引き下げ後も、これま

でどおり当該年度に 20 歳

を迎えられる方を対象と

し、名称を「二十歳を祝う会」

として、毎年１月２日に式

典を開催する予定です。

生年月日 成年になる日 成年年齢

平成 14 年４月１日以前 20 歳の誕生日 20 歳

平成 14 年 4 月２日～
　平成 15 年４月１日 令和４年４月１日 19 歳

平成 15 年４月２日～
　平成 16 年４月１日 令和４年４月１日 18 歳

平成 16 年４月２日以降 18 歳の誕生日 18 歳

　「大人」というのは、「何で
も自分でできて、自立して
いる」というイメージなの
で、誕生日を迎えたら、「大
人」というのは実感が湧かな
いし、不思議な気持ちです。
　18 歳から契約などはできる
ようになることや、大型・中型
の自動車免許の取得は 20 歳以
上からなど、知らないことがた
くさんあるなと思いました。

Ogura Yuki

木本高等学校

小倉 優利 さん (17)

　制限などがなくなり自由に
なるのはうれしいけど、詐欺
などに遭わないか不安です。
甘い言葉には惑わされないよ
うに気をつけます。
　また、契約の意味や方法な
ど分からないことばかりなの
で、今から自分でも調べて、
慎重に判断できる「大人」に
なりたいです。

Seko Shuhei

木本高等学校

瀬古 修平 さん (17)

　美容整形外科クリニックで施
術を受け、顔全体が内出血を起
こし生活に支障が出た。

　友人にもうかる情報商材を勧
誘され、50 万円借金をして契
約をしたが、もうからなかった。

◦インターネット通販をはじ
め通信販売では、クーリン
グ・オフ制度はありません。

◦解約条件・方法をしっかり
確認しましょう。

◦証拠として、事業者に連絡
した記録を残しましょう。

◦投資にはリスクがあります。
◦クレジットカードでの高額決

済や借金をしてまで契約しな
いようにしましょう。

◦被害者の立場から加害者に
なり、友だちを失う可能性
もあります。

◦使う薬などがどのようなも
のなのかしっかり理解しま
しょう。

◦効果だけでなく危険度や副
作用についても知り、納得
したうえで自分で判断しま
しょう。

　サプリを低価格で１回限りの
購入のつもりで申し込んだが、支
払総額が高額な定期購入だった。
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　取り決めをした時点で 20 歳だと、引

き下げ後でも 20 歳になるまで養育費

を支払う義務があります。

　養育費は、経済的な自立が期待でき

ない場合に支払うものなので、子ども

が成年に達しても自立し

ていない場合は養育費の

支払い義務を負うことに

なります。

　成年年齢が 20 歳から 18 歳に変わる

のは、令和４年４月１日からです。明

治時代から約 140 年間、日本での成年

年齢は 20 歳と民法で定められていまし

たが、選挙をできる年齢が 18 歳に引き

下げられたことなどから、平成 30 年に

民法の改正が行われました。

　次のページで生年月日別に

成年になる日が確認できます。
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